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新型コロナウイルス感染症対策 鹿島市対応方針（第 2 弾）について 

 

【市主催のイベント・催しについて】  

① 市主催のイベント・催しについては、3 月 17 日まで中止又は延期の措置としてい 

たが、感染拡大が収束する兆しがみえないため、この措置をコロナウイルス感染の 

潜伏期間等を考慮し、3 月 31 日まで延長する。※4 月１日以降も継続の可能性あり 

  

②屋外行事でも濃厚接触（バス等で移動）がある場合は同様の措置とする。 

  ※特に高齢者が集うイベント・催しについては、3 月 31 日まで中止又は延期とする。 

  

【民間や実行委員会形式でのイベント・催しについて】  

原則、主催者での判断となるが、市としては 3 月 31 日までの期間は、中止もしくは 

延期を推奨する。 

開催する場合は十分な感染症対策をとった上での開催をお願いする。 

 ※特に高齢者が集うイベント・行事については、3 月末までの間、自粛をお願いする。 

  

（感染症対策とは） 

会場入り口にアルコール消毒液を設置。事前に参加者への手洗い・マスク着用のお願 

い、風邪の症状のある方には参加をしないように依頼を行う。 

また、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごす空間」、「不特定多数の人が接触する

おそれが高い場所」を避けるなど。 

 

【イベント・催しにおける開催の考え方について】 

 〈考え方〉 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、当面の間、以下の状況に該当するケース

を総合的に勘案し、市主催のイベントや催しを自粛する。 

・不特定多数が参加する場合 

・高齢者が多数参加する場合 

・濃厚接触がある場合 

・飲食を伴う場合 

・屋内行事の場合 

 

（3 月 18 日以降、中止を決定したイベント・催し） 

・ロコモ予防教室（週に 1 回開催） → 中止 ・有明海研究発表（3／20） → 中止 

・高齢者の運動教室や音楽教室等  → 中止 ・酒蔵ツーリズム（3／28・29）→ 中止 

・2 か月児相談          → 延期 ・鹿島おまつり市（3／29）  → 中止 

・4 か月児健診          → 延期 ・四季めぐりウォーキング（3／29）中止 

・１才 6 か月児健診         → 延期 


